
海外在留邦人等の皆様の一時帰国時における新型コロナ・ワクチン接種事業 

（アストラゼネカ製ワクチンの接種開始について） 

 

２０２１年８月１６日 

在ギリシャ日本国大使館 

 

日本国内でアストラゼネカ（ＡＺ）製のワクチン使用が開始されることを受け、本年８

月から開始されている海外在留邦人等の皆様の一時帰国時における新型コロナ・ワ

クチン接種事業においても、８月１８日正午（日本時間）から AZ 製ワクチンの接種予

約が可能となります。 

   

 なお、本事業における AZ 製ワクチンの接種は、接種を受ける時点で満１８歳以上

であり、以下（１）あるいは（２）の条件を満たす方が対象となります。 

（１）既に居住地でＡＺ製のワクチンを１回接種している方で、何らかの事情により居

住地で２回目の接種を受けることに懸念等がある方 

（※本事業で２回目接種のみ受けることになります。接種会場にて、既にＡＺ製ワクチ

ンの１回目接種を終えており、必要な接種間隔を満たしていることを示す書類の提示

が必要となります。） 

 

（２）アレルギー等により、ｍＲＮＡワクチン（ファイザー製等のワクチン）を接種出来

ない方であって、何らかの事情により居住地で接種を受けることに懸念等がある方 

（※本事業で１回目・２回目の双方の接種を受けることになります。なお、本事業で１

回目接種のみを受けることはできませんので、ご注意ください。） 

 

本件の詳細につきましては、以下の外務省特設サイトをご確認ください。 

https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/vaccine.html 
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